
災害救助と被災者への支援

概　　要 災害救助と被災者への支援の仕組み災害救助と被災者への支援の仕組み 

応急救助の仕組み 災害弔慰金の支給等の仕組み 

日本赤十字 都　道　府　県 都　　道　　府　　県 

国 国 

市　町　村 

費用負担 
貸付 

費用負担 
貸付 
 

 

・災害弔慰金の支給 
・災害障害見舞金の支給 
・災害援護資金の貸付け 

指　　定　　都　　市 

費用負担 

貸付 

・災害弔慰金の支給 
・災害障害見舞金の支給 

市　町　村 

委任 
費用負担 

応急救助 

被　　　災　　　住　　　民 被　　　　　災　　　　　住　　　　　民 

※「応急救助の内容」：避難所の設置及び運営、応急仮設住宅の供与、食事及び生活必需品の給与、飲料水の供給、医療等 
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［災害救助法］ 
　災害救助法は、一定規模以上の災害が発生した場合に、被災者の保護と社会秩序の保全を図ることを目的として、国が地方公共
団体、日本赤十字社その他の団体や国民の協力の下に応急救助を実施することとしている。 
 
［災害弔慰金の支給等］ 
　一定規模以上の災害の被災者に対しては、災害救助法による救助のほか、災害弔慰金の支給等に関する法律により、市町村から、
災害弔慰金や災害障害見舞金が支給され、また、災害援護資金の貸付けが行われることとなっている。 

・災害援護資金の貸付け 

詳細データ② 災害弔慰金等一覧

（対象災害）  
　下記のいずれかに該当する自然災害  
　・1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害  
　・都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上 
　　ある場合の災害  
　・都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上 
　　ある場合の災害  
　・災害救助法が適用された市町村をその区域に含む都道府県が 
　　2以上ある場合の災害  

 （支給対象者）  
 　　対象災害により死亡した 
　者の遺族 
　（配偶者、子、父母、孫及び 
　　祖父母） 

 （支給対象者）  
 　　対象災害により重度の障害 
　を受けた者 

 （支給額）  
　・生計維持者の死亡　500万円 
　・その他の者の死亡　250万円 

（対象災害）  
　　自然災害であって、都道府県内において災害救助法が適用 
　された市町村が1以上ある場合の災害 

 （貸付対象者）  
 　　対象災害により世帯主が負傷を負い、または住居、家財等に 
　相当程度の被害を受けた世帯主 
　（注）所得制限がある。 

 （貸付限度額の最高額）  
　　　　　　　　　　　　　　350万円 
　（注）貸付限度額は被害状況によって異なる。 

 （支給額）  
　・生計維持者　250万円 
　・その他の者　125万円 

災害弔慰金 災害障害見舞金 災害援護資金 

災害弔慰金等一覧 

詳細データ① 災害救助法適用状況（過去10年間）災害救助法適用状況（過去10年間）

法適用都道府県延数

法適用市区町村延数
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資料：厚生労働省社会・援護局調べ。
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